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処分第１３号 

 

令和３年度龍ケ崎市一般会計補正予算（第１２号） 

 

令和３年度龍ケ崎市の一般会計補正予算（第１２号）は，次に定めると

ころによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 303,359 千円を追

加し，歳入歳出予算の総額をそれぞれ 28,279,697 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正

後の歳入歳出予算の金額は，「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

この予算については，特に緊急を要するため市議会を招集する時間的 
余裕がないことが明らかであることから，地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第１７９条第１項の規定により，これを処分する。 
 

令和３年１２月２０日 

 

龍ケ崎市長 中 山 一 生 
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　歳　入 (単位   千円)

15 国庫支出金 5,660,522 303,359 5,963,881

2 国庫補助金 1,890,644 303,359 2,194,003

27,976,338 303,359 28,279,697

　歳　出 (単位   千円)

3 民生費 11,698,746 303,359 12,002,105

2 児童福祉費 5,500,735 303,359 5,804,094

27,976,338 303,359 28,279,697

補正前の額 補 正 額 計

 歳　　　　　　出　　　　　　合　　　　　　計 

計

第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

款 項 補正前の額 補 正 額

 歳　　　　　　入　　　　　　合　　　　　　計 

款 項
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